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I. はじめに 

令和６年能登半島地震（以下「能登半島地震」という。）において実施さ

れた被害認定調査を通じて指摘された様々な課題について、その対応策を

検討するため、令和７年１月から３回にわたり、災害に係る住家の被害認定

に関する検討会（以下「本検討会」という。）を開催した。 

本報告書は、本検討会における議論の経過と対応の方向性をとりまとめ

たものである。次章からは、課題とその対応策をテーマごとに記載する。 

II. 調査手続の改善 

1. 課題 

罹災証明書を交付するには、申請、１次調査、２次調査の申出、２次調査

等の手続を経ることとなるが、能登半島地震では、建物内部の被害が酷いこ

と等から、１次調査の段階で、「建物内部も見た上で判定して欲しい」とい

う声が多く聞かれた。 

また、２次調査を申し出た際、市町村職員から被害区分が下がる可能性が

強調されたことにより、「２次調査の実施を躊躇した」という声も多く聞か

れた。さらに、調査結果の開示内容や方法について、市町村ごとに対応が異

なる側面があった。 

2. 対応策 

(1). １次調査及び２次調査の弾力的な運用 

外観の被害が軽微であるにもかかわらず、住家内部に一定の被害が想定

される場合には、１次調査の実施後、被災者からの申出により、２次調査に

進む公算が高いと考えられる。こうした場合を念頭に、可能な限り調査の重

複を排し、被災自治体の負担軽減を図りつつ、被害認定調査を全体として効

率よく実施するためにも、被災自治体の意向・調査方針等が尊重されること

を大前提としたうえで、①１次調査を概ね終えた後に２次調査を実施する

又は１次調査は実施せず統一的に２次調査のみを実施するという従来の調

査フローに加え、２次調査の大幅な簡素化を前提に、②住家によって、１次

調査から実施するもの、１次調査は省略し２次調査から実施するものを、そ

れぞれ区分した上で、１次調査・２次調査を並行して実施する調査フローを

新たに選択肢として位置づけ（別添１）、調査フローの充実化を図ることに

ついて検討すべきである。 
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その際には、まず、①の計画に加えて②のフローによる調査を実施するか

否かを検討した上で、仮に②のフローによる調査を実施することとする場

合には、調査体制等どのような条件が整うことを前提とするか、１次調査と

２次調査のどちらを実施するかの決定権を誰が持つか（例えば、被災者側に

選択権を持たせる、又は、被災自治体側に選択権を持たせる等）等の調査方

針を、調査の開始前に被災自治体において決定しておき、被災者に対し分か

りやすく周知する必要がある。その際、１次調査と２次調査の相違点やそれ

ぞれの特徴等について、分かりやすい説明に努める必要がある。 

こうしたことは、災害の規模や被災の状況等によって事情が異なるため、

詳細は、発災後の状況等も踏まえ、被災自治体において柔軟に検討・調整す

る必要があるものの、発災後に上記の方針を一から立案する時間的な余裕

はないと想定されることから、可能な限り、平時のうちに、各自治体におけ

る調査方針を検討しておくことが望ましい。 

(2). ２次調査の申出、調査結果の開示に関する対応 

２次調査に進むことで、１次調査の結果として判定された被害区分より、

２次調査の判定結果が下がる可能性もあることについて、被災者の理解を

得る必要があるが、そうした点も含め、被災者が２次調査に進むべきか否か

を適切に判断できるよう、必要な情報を適時・適切に提供する必要がある。 

このため、１次調査と２次調査の相違点やそれぞれの特徴等を分かりや

すく説明するとともに、調査方法を公開し、調査結果を開示する際には、被

災者が判定結果の妥当性を評価できるよう、十分かつ丁寧に説明するよう

努めるべきである。 

III. １次調査の適正化 

1. 課題 

能登半島地震では、実際には居住が困難であると考えられるケースであ

っても、１次調査の段階では、「一部損壊」又は「準半壊」と判定され、判

定結果に理解が得られないケースが多々散見された。２次調査に進んだ結

果、被害区分が上がったことで、最終的には理解が得られたケースもあった

が、その間、活用可能な公的支援の内容・程度が決まらず、生活再建の見通

しを立てるまでに時間を要することとなった。 

また、液状化被害を受けた住家について、傾きが 1/100に満たないなど、

「半壊」に至らない場合でも、傾斜の修復に多額の費用を要する事例があり、

判定基準の適正さに関する指摘が多く寄せられた。 
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さらに、積雪等により、屋根や基礎を調査することが困難な事例も散見さ

れた。 

2. 対応策 

(1). １次調査における簡易な半壊判定基準の創設 

１次調査では、主に「屋根」、「外壁」及び「基礎」の３部位を住家の外観

から調査し、部位別に損害割合を算出し、それらを合算することにより、被

害区分を判定するが、1次調査において「半壊未満」と判定された住家の中

には、２次調査に進んだところ、１次調査では対象とされていない「建具」

の被害や、雨風を防げない状態にあること等が考慮された結果、「半壊」以

上と判定し直されるケースが多数あった。 

「半壊」とは、「住家の被害認定基準」によれば、「住家がその居住のため

の基本的機能の一部を喪失したもの」と定義されているところ、雨風を防げ

ない状態は、「住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失」している

と考えられるため、１次調査の段階で、損害割合にかかわらず、簡易な「半

壊」判定を可能とする基準の創設を検討すべきである（別添２）。 

併せて、1/60以上の傾きがあれば、「半壊」以上に相当する可能性が高い

ため、１次調査の段階で、これを「半壊」と判定できることを明確化すべき

である。 

(2). 液状化被害を受けた住家の判定基準の見直し 

液状化等の地盤被害により損傷した住家の１次調査は、主に傾斜と潜り

込みを考慮した判定基準となっているが、液状化により傾いた住家の中に

は、「半壊」の判定基準である 1/100の傾きに満たないものの、住家内部で

は床に著しい不陸が発生するなど、継続的に居住することが困難であると

考えられる程度の損傷を受けているものも多数散見された。 

こうした事例を参考に、１次調査における傾き及び潜り込みの判定基準

等について、市町村の意見等を踏まえ、見直しに向けた検討を進めるべきで

ある。 

(3). 積雪等により調査対象部位の確認が困難な場合の対応 

積雪等により調査対象部位を十分に確認できない場合は、被災者の協力

のもと、被災者から提供を受けた写真や被災者への聞き取り結果をもとに、

損傷程度を判定することも可能である旨を明確化しておくべきである。 
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IV. ２次調査の迅速化・適正化 

1. 課題 

２次調査では、「外壁」、「内壁」等の部位別に、それぞれの損傷程度を調

べること、各部位について、その損傷面積が住家全体に占める割合を調べる

こと、それらを図面に記録すること等により、損害割合を算出する必要があ

り、これらの作業には、多くの人員と時間を要する。このため、被災者から

の申出に基づき、２次調査を多数実施した市町村では、多くの応援職員を必

要としたうえ、調査期間も長期化することとなった。 

また、液状化による損傷程度を的確に判定するための情報が「災害に係る

住家の被害認定基準運用指針」等において、必ずしも十分整理されていなか

ったことから、市町村職員が判定を行う際に混乱が生じた。 

2. 対応策 

(1). ２次調査の大幅な簡素化 

例えば、平成 28年熊本地震の際に、多くの２次調査を実施することとな

った熊本市では、その簡素化を図るため、損傷面積割合の算出は目視により

行うこととした上で、損傷程度についても、部位ごとに、最も損傷面積割合

が大きいものを当該部位の損傷程度とするなどの工夫を図った。 

また、全ての部屋の損傷の有無を、職員自らが確認するのではなく、被災

者の協力を得て、損傷部分を把握したり、被災者から図面の提供を受けたり

するなどにより、調査の省力化も可能と考えられる。 

こうした事例等も参考とし、内部被害を適切に算定できるという２次調

査をより円滑に実施できるよう、調査手法の大幅な簡素化を検討すべきで

ある。 

(2). 損傷程度の例示の充実・見直し 

「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和６年５月・内閣府（防

災担当））及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針参考資料（損傷程

度の例示）」（令和６年５月・内閣府（防災担当））では、被害認定調査を実

施する市町村職員の判断の目安として、損傷程度の例示に関する文章や写

真を掲載しているところ、現行で５段階としている損傷程度を３段階に改

めること、例示している文章について調査を実施する者によって解釈にバ

ラつきが生じないよう更なる明確化を図ること等について検討するととも

に、特に液状化による損傷については、文章や写真を充実させること等によ

り、２次調査における調査の適正化や迅速化を図るべきである。 
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V. 専門家の活用・人材育成 

1. 課題 

能登半島地震では、被害認定調査や罹災証明書の交付に係る事務量が膨

大となったことから、その遂行にあたり、大量の人員が必要とされた。この

ため、全国の自治体から対口支援として多くの応援職員が派遣されたほか、

行政書士による罹災証明書の申請サポート、不動産鑑定士及び建築士によ

る被害認定調査の実施等、多くの行政職員や民間の専門家が被災自治体の

業務を支援した。 

一方で、こうした応援職員等を受け入れるに際しては、ニーズの把握、派

遣受入れに係る要請・意思決定等に時間を要したほか、派遣された行政職員

や専門家の中には、調査に不慣れな者も多く、現地で十分な研修を実施する

などのフォローが必要となる場面もみられた。また、被災自治体における調

査方針や調査方法等について、十分な擦り合わせがないままに調査が進め

られる例もあった。 

2. 対応策 

(1). 能登半島地震の事例紹介 

能登半島地震の被災地では、被災者に対する簡易な説明マニュアルの作

成、応援職員による調査用マニュアルの作成、応援職員が調査班に新旧の応

援職員を混成させることによる円滑な業務引継ぎなど、被災自治体の業務

負担の軽減に資する様々な取組が実施されたことから、こうした有益な事

例を整理した上で、他の自治体向けに周知すべきである。 

(2). 民間団体との連携事例の周知 

能登半島地震の経験を踏まえ、石川県では、令和６年９月、日本不動産鑑

定士協会連合会との間で、災害時における不動産鑑定士の派遣に関する連

携協定を締結するなど、自治体において、平時から民間団体との連携を進め

ている事例がある。 

こうした事例を参考として周知し、民間団体と自治体との平時からの連

携を促すとともに、併せて、自治体が必要とする連携の程度及び内容につい

て、派遣の前に双方で確認を行うことが望ましいことなど、発災時における

連携のあり方、留意点等について周知すべきである。 
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VI. リモート判定等の活用促進 

1. 課題 

能登半島地震では、航空写真の活用による「全壊」判定エリアの設定、応

急危険度判定の結果及び写真とその位置情報の活用による「全壊」判定、ド

ローン及び 360 度カメラで撮影した写真を活用した１次調査の実施など、

写真の活用により、現地以外の場所からリモートで被害区分を判定する例

があり、こうした新たな技術の活用が浸透しつつある。 

一方で、こうした技術の活用は、輪島市と珠洲市で実際に行われたものの、

一部の事例に限られた。例えば、航空写真は、輪島市朝市通り周辺地区の約

200件に活用されたほか、応急危険度判定の結果及び写真は約 2,300件のう

ち約 800件の「全壊」判定にのみ活用された。また、ドローン等の写真を活

用した判定は、約 300件程度に留まった。特に、応急危険度判定を通じて撮

影された写真は、被害認定調査において有効に活用する余地があると考え

られる。また、日本損害保険協会（以下「損保協会」という。）では、航空

写真を活用して「全損」地域等を判定する取組が行われているが、現状では、

被害認定調査において、こうした情報が十分に活用されている状況にはな

い。 

2. 対応策 

(1). 写真判定を行う場合の調査フローの検討 

写真判定を行う場合、航空写真、応急危険度判定の際に撮影したもの、ド

ローン等を使って撮影したもの、被災者が撮影したもの等、様々な写真を活

用することが考えられる。例えば、被害認定調査における活用を見据えて応

急危険度判定の際の写真を撮影するなどが考えられる。 

現地調査を省略し、より迅速に被害認定調査を実施するためにも、こうし

た写真の更なる有効活用が求められるところ、写真のみでは正確な被害判

定が困難となる場合に、追加的に必要となる情報のあり方等について、更な

る検討を進めるべきである。 

(2). 損保協会との連携 

損保協会が行う共同調査において「全損」と判定されたものは、被害認定

調査においても「全壊」相当となるため、損保協会と連携し、共同調査の結

果を有効に活用するための手法等について、引き続き検討すべきである。 
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（別添１）１次調査及び２次調査の実施方針の選択 
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（別添２）半壊判定の基準（案） 



1

H28熊本地震における事例 ①被害認定調査・罹災証明書交付の状況

手続 熊本市 熊本県

被
害
認
定
調
査
（
件
）

１次調査 136,053 214,697

２次調査 37,807
(28%)

57,373
(27%)

再調査 2,635
(2%)

4,638
(2%)

罹
災
証
明
書
交
付
（
件
）

罹災証明書
交付総数 136,043 213,902

全壊 5,745
(4%)

12,545
(6%)

大規模半壊 8,948
(7%)

12,382
(6%)

半壊 38,806
(28%)

55,648
(26%)

一部損壊 82,544
(61%)

133,327
(62%)

令和6年12月13日時点





1

損傷程度の例示の３段階への見直しイメージ（外壁の場合）

現状

程度 損傷の例示 損傷程度
Ⅰ 【モルタル塗り仕上等】開口隅角部廻りにわずかなひび割れが生じている。

【ボード】目地部にわずかなずれが生じている。 10%

Ⅱ 【モルタル塗り仕上等】仕上の剥離が生じている。
【ボード】仕上面の目地部にひび割れやずれが生じている。 25%

Ⅲ 【モルタル塗り仕上等】仕上材が脱落している。
【ボード】目地部に著しいずれ、面材釘打部の部分的な浮き上がり、ボード隅角部の破損が生じている。 50%

Ⅳ 【モルタル塗り仕上等】仕上材が脱落しており、下地材にひび割れが生じている。
【ボード】釘の浮き上がり、ボードの脱落が見られる。 75%

Ⅴ 【塗り壁、ボード共通】全ての仕上材が脱落している。（見切りは不要。壁１面を１００％の損傷として算定する。）
下地材に破損が生じている。 100%

程度 損傷の例示 損傷程度

Ⅰ 仕上材のひび割れ、ずれ又は剥離が生じてい
るが、凹凸は見られない。 25%

Ⅱ （Ⅰ又はⅢに該当しない損傷が生じている） 50%

Ⅲ 仕上材が脱落し、下地材の破損又は断熱材
の露出が見られる。 100%

改定案

出典：「災害に係る住家の被害認定基準運用指針 第１編 地震による被害 【木造・プレハブ】 P1-11」 より

程度Ⅰ

程度Ⅱ

程度Ⅲ

写真の例示



被害種類 認定基準

住家全壊
（全焼・全流失）

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損
壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面
積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損
害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

住家半壊
（半焼）

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用
できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要
素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

大規模半壊
居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難
なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的
被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。

中規模半壊
居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わ
なければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30％以上50％未満のもの、
または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30％以上40％未
満のものとする。

半壊
住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上

30％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が
20％以上30％未満のものとする。

準半壊
住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10％以上20％
未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10％
以上20％未満のものとする。

（注）
（１） 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。
（２） 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。
（３） 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。

災害の被害認定基準について
（令和３年６月24日付府政防６７０号内閣府政策統括官（防災担当））

1

参考資料


	１． 開　会
	２．議　題
	
	I. はじめに
	II. 調査手続の改善
	1. 課題
	2. 対応策
	(1). １次調査及び２次調査の弾力的な運用
	(2). ２次調査の申出、調査結果の開示に関する対応


	III. １次調査の適正化
	1. 課題
	2. 対応策
	(1). １次調査における簡易な半壊判定基準の創設
	(2). 液状化被害を受けた住家の判定基準の見直し
	(3). 積雪等により調査対象部位の確認が困難な場合の対応


	IV. ２次調査の迅速化・適正化
	1. 課題
	2. 対応策
	(1). ２次調査の大幅な簡素化
	(2). 損傷程度の例示の充実・見直し


	V. 専門家の活用・人材育成
	1. 課題
	2. 対応策
	(1). 能登半島地震の事例紹介
	(2). 民間団体との連携事例の周知


	VI. リモート判定等の活用促進
	1. 課題
	2. 対応策
	(1). 写真判定を行う場合の調査フローの検討
	(2). 損保協会との連携



	
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1




